
 
 

「えいこう杯」第 16回栃木県女子サッカーリーグ要項	 	  
 

１、目	 	 的	 選手に年間を通して十分な公式戦出場の機会を与えるとともに、チーム間交流により技術の向上と健全

な心身の育成を図り、県内女子サッカーの普及振興に寄与することを目的とする。 
２、名	 	 称	 第 15回栃木県女子サッカーリーグ 
３、主	 	 催	 社団法人栃木県サッカー協会 
４、主	 	 管	 栃木県女子サッカー連盟 
５、期	 	 日	 2015年 4月 19日より	 	 	 	 	 	 	 入れ替え戦 2016年 1月 17日(予定) 
	 	 	 	 	 	 	 4/19・5/10・5/31・6/28・7/5・7/26・9/13・10/25・11/8・11/15・11/29・12/6・12/13 
６、会	 	 場	 県グリーンサブ	 	 高校グランド	 	 その他 
７、参加資格	 (１)チーム：2015年度（財）日本サッカー協会に加盟登録したチームであること。 
 (２)選	 手：12歳以上の登録選手とする。（小学生は不可） 
 (３ )選手証：試合会場に登録選手証 (写真付き )を持参しない選手は試合に出場できない。	 	 	 	 	 	 	 	 

但し、追加登録申請中で選手証の発行が間に合わない場合は、電子選手証(写真付き) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 を持参する。 
	 	 	 	 	 	 	 (４)その他：参加選手はスポーツ傷害保険に加入していること。 
８、新規又は再参加	 	 新規チーム又は再参加チームのスタートは原則として 2部からの参加とする。 
９、競技方法	 (１) リーグ戦：参加チームを 1部、2部に分割してリーグ戦を行う。 
                              尚、参加チームが少ない時は代表者会議で決定する。 
	 	 	 	 	 	 	 (２) 1 部リーグ：関東リーグへ参戦する意思のあるチームで、実績のあるチームとする。代表者会議で

決定する。（ 大６チームまで） 
                              対戦方法は、代表者会議で決定する。 
	 	 	 	 	 	 	 (３) 2部リーグ：(1) 参加チーム数によってブロック分けし、対戦する。尚、各ブロック 1位どうしで優

勝決定戦を行い 2部の優勝チームを決める。 
優勝チームは、入替戦に参加できる。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (2) 参加チームが少ない時は、 対戦方法を代表者会議で決定する。 
	 	 	 	 	 	 	 (４) 試合時間：1部は 40分ハーフ、インターバル 10分とする。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  2部は 25分ハーフ、インターバル 10分とする。 
	 	 	 	 	 	 	 (５) 順位決定：順位の決定は勝点（勝ち 3点、引き分け 1点、負け 0点）による。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  勝点が同じ場合、①得失点差②総得点③当該チームの対戦成績④PK戦の順で決定する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  尚、何らかの理由で棄権したチームの取り扱いは、0対 7とする。 
	 	 	 	 	 	 	 (６) 入 替 戦：1部 下位チームと 2部優勝チームで入替戦を行う。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 但し、2 部で合同チームが優勝した場合、入替戦に参加するチームは、関東リーグに参

戦する意思のあるチームで、合同チームを除いた 上位チームとする。 
試合は 1試合とし、試合時間は 40分ハーフ、インターバル 10分とする。 
延長戦・PK戦は行わず、引き分けの時は、1部チームの残留とする。 
選手の交代は、試合前に 大限 9名までの交代要員を登録し、そのうち 5名までが 
主審の許可を得て交代することができる。 

１０、競技規則(１) 今年度の（財）日本サッカー協会制定のサッカー競技に準ずる。 
	 	 	 	 	 	 	 (２) 1チームの競技者の人数は 少 7名とする。 
	 	 	 	 	 	 	 (３) 本大会試合球は５号球ボール（日本サッカー協会検定球・持ち寄り）とする。 

 
 



 
(４) 選手の交代は、1部リーグは各試合前に 大限 9名までの交代要員を登録し、そのうち 5名までが

主審の許可を得て交代することができる。 
2 部リーグは各試合前に 大限 9 名までの交代要員を登録し、9 名を主審の許可を得て交代するこ
とができる。2部は交代した選手を交代要員として再び試合に出場させることができる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 (５) 本大会において退場を命じられた選手は次の１試合に出場できない。 
	 	 	 	 	 	 	 (６) 大会期間中に警告を２回与えられた選手は次の１試合に出場できない。 
	 	 	 	 	 	 	 (７) ユニフォーム確認は試合開始６０分前までに行う。（各チーム正・副ユニフォーム持参） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    (８) メンバー用紙は交代要員９名を含め試合開始 60分前までに３部用意し、選手証とともに本部に提出
すること。 
尚、メンバー用紙は参加申込書を各チームで毎試合コピーして使用する。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (９) 1つの登録チームから２チームまで出場する事ができる。なお選手はその年度のリーグが終わるま
でチーム間の移動はできない。 

                          (10) ベンチ入り人数はチーム登録役員 4名と交代要員 9名。 
	 	 	 	 	 	 １１、移籍	 	 (１) リーグ戦開催中の選手の移籍は認める。ただし、県リーグ参加チーム同士の移籍の場合は選手の移

籍は認めるが移籍先のチームでの県リーグの試合出場は認めない。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (２) リーグ戦開催中に県外チーム又は県リーグ不参加チームからの選手の移籍と県リーグの試合出場

を認める。 
	 	 	 	 	 	 １２、参加申込(１) 参加申込書に必定事項を記入し、下記の宛先に申し込む。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (２) 申込締切日：２０１５年３月  ２０日（金）  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (３) 問合せ先	 	 御代田	 晴雄 
 TEL/FAX	 	 ０２８－６７３－２３３７  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   携帯	   	   ０９０－１１２０－７０３０  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (４) メンバー表は、４月４日に開催される代表者会議までに E メール送信し、更にプリントアウトし

て、代表者会議に持参すること。 
メンバー表に登録できる選手の上限は 40名とする。 

	 	 	 	 	   １３、参加料	 20,000円	 	 代表者会議に支払うこと。 
	 	 	 	 	 	 １４、登録変更	 指定の参加申込書に必要事項を記入の上、出場予定日の 7 日前までに手続きを完了させること。 

（必ず Eメールでお願いします。） １５、ユニフォーム	 (１) 参加申込時に登録した以外のものは認めない。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 (２) 正・副２種類のユニフォームを必ず携帯すること。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 (３) 背番号は必ず参加申込書に記載された選手固有の番号をつけること。 
	 	 	 	 	 	 １６、審	 	 判	 各チーム 2名以上の審判を必ず帯同させること。尚、審判服を着用及び審判 IDを必ず携帯すること。 
	 M	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出来るだけ各チーム女性審判員を登録する。 
	 	 	 	 	 	 １７、組み合わせ	 代表者会議にて決定する。 
	 	 	 	 	 	 １８、代表者会議	 	 	  ４月４日(土)	 １７時から	 	 (公社)栃木県サッカー協会	 事務所 
	 	 	 	 	 	 １９、表彰・表彰式 (１) 1部リーグの優勝、準優勝に表彰状を授与する。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 優勝チームには「えいこう杯」（持ち回り）を授与し、次回までこれを保持する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (２) 1部リーグ優勝チームには関東女子リーグ入れ替え戦への出場資格が与えられる。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (３) 2部リーグ優勝チームには表彰状を授与し、1部入れ替え戦への出場資格が与えられる。 
	 	 	 ２０、各試合の運営	 	 リーグの運営は参加チームの自主運営を基本とする。 
	 	 	 ２１、その他	 	 	  (１) 試合日程および審判割り当ては、後日連絡する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (２) 試合中の負傷等は各チームの責任において処置する。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (３) リーグ期間中において、高温および多湿のときは給水タイムを取ることもある。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  (４) 試合を棄権する時は、7日前までにリーグ担当者に連絡し、その後の対応は 

リーグ運営委員会に委ねる。 


